
 

 

令和8年4月1日から違法な「白ナンバーのトラック」の規制が強化されます 
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いつもお世話になりありがとうございます！ 

★大野 裕次郎★ 
「大室山」 

 

       ★寺嶋 紫乃★ 
       「タナロット寺院（夕日）」 

  ★片岡 詩織★ 

  ＜お休み中＞ 

★坂野 由依★ 
 「函館山」 

   ★今月のお知らせ★ 

～今月公開したブログ～ 
 ・建設工事における請負代金内訳書とは？ 

  建設業法をもとに解説 

 

 ・【建設業許可事務ガイドライン】 

  工事経歴書の作成ルール 

 

 ・建設業法で作成が求められる工事台帳とは？ 

  記載項目やルールについて解説 

   

    https://gyousei-meinan.com/blog/ 
 

（担当：松裏） 

～スタッフの日常～（担当：坂野） 

★谷澤 萌花★ 

「明日香村」 

行政書士法人名南経営    ◆web https://gyousei-meinan.com/  

【名古屋】〒450-6334 名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋34F  

      TEL：052-589-2362 FAX：052-589-2369  

【【東   京】〒105-0004  東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE3階  

      TEL：03-5401-3200  FAX：03-5401-3201   

★山田 純里★ 
＜お休み中＞ 

 

「違法な白ナンバーのトラック（通称：白トラ）」に係る荷主等への規制が令和8年4月1日より強化されます。法改

正により、いかなる者も白トラに貨物の運送を有償で委託してはいけないことが明確化されました。荷主側が「白ト

ラ」であると認識して有償で運送行為を発注した時点で貨物自動車運送事業法違反となる可能性があります。また、

違法な「白トラ」に関わっているおそれや疑いがある荷主等に対しては「トラック・物流Gメン」による是正指導の

対象となります。 

【許可が必要なケース】 

 ・元請業者が、下請業者の施工に関係のない元請業者所有の資材等を下請業者に運搬させる場合 

 ・自社の資材であっても、運送行為のみを切り離して有償で第三者に委託する場合 

【許可が不要なケース】 

 ・自社の資材等を自社の社員が運ぶ場合 

 参考資料：自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて（国土交通省） 

 https://www.nikkenren.com/news/pdf/oshirase/2599/154-1.pdf 

★渡邉真衣★ 
「御在所」 

★松裏 浩子★ 
「ローザンベリー多和田」 

お団子を焼きにおかげ庵に行っ

てきました。普段なかなか自分

で団子を焼いて食べることはで

きないので、新鮮でテンション

が上がりました。 

味が三種類あり、黒蜜をつけよ

うと二度付けするときに、間違

えて醤油の器に団子をつけてし

まい、口の中で黒蜜と醤油が喧

嘩していました笑 

もうすぐ春も迎えるので、次は

お花見に行きたいと思います。 
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